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○ 開催日時 平成２９年９月２５日（月） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（農業委員１５人、農地利用最適化推進委員８人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  鈴  一麿 

委員      ３番  安水 純一 

〃       ４番  鳥越 秀一 

〃       ５番  徳永 哲朗 

〃        ６番  坂元 博美 

〃       ７番   寺田 郁哉 

〃       ８番  鍋  康博 

〃       ９番  元丸 敏朗 

〃      １０番  貫見 和洋 

〃      １１番  毛下 利美 

〃      １２番  内薗 雄治 

〃      １３番  宿利原 進 

〃      １４番  本釜 好子 

〃      １５番  平原  栄 

 

農地利用最適化推進委員 

〃      内薗 政文 

〃      山中 徹 

〃      水流 佳文 

〃      竹原 政洋 

〃      安水 峯晴 

〃      西川 健児 

〃      折小野 道男 

〃      横原 利己 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 川越 正治 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

    議案第２４号  農地法第３条許可申請について 

 

議案第２５号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

        用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

    

  



     

議 長 

 只今より平成２９年９月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の出席は全員であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により、総

会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に６番 坂元委員と７番 寺田委員を指名いたしますので、よろし

くお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第２４号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第２４号について説明いたします。 

受付番号６号の譲渡人はＮ・Ｎさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字蕨ケ迫２０６１番、地目は畑、地積は１，１１８㎡となってい

ます。 

譲受人はＦ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

この申請は贈与による所有権移転となっています。 

Ｆ・Ｔさんの経営状況は、世帯員７名、労働力４名、自作地４１，０００㎡、

小作地９，６４５㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、コンバイン、各１台となってい

ます。 

この件の担当調査員は、１２番 内薗委員です。以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、１２番 

内薗委員お願いします。 

 

１２番 

内薗委員 

はい。報告します。 

譲受人のＦ・Ｔさんは、両親と奥さんの４人で肉用牛を主体に経営されていま

す。 

 場所については鳥浜水田から上に上がった、Ｆさんの畜舎に隣接する圃場で

す。この圃場は現在もＦさんが耕作されていまして、今回、贈与により所有権移

転しようとするものです。 

 Ｆ・Ｔさんは、神川地区の若手農業者として頑張っていらっしゃいます。意欲、

能力、機械力も充分あり、問題は無いと思いますので、皆さんの審議のほど よ

ろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２４号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２４号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 次に議案第２５号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農

用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題としま

す。 

会議資料のとおり、今回は３７筆の利用集積計画について審議しなければなり

ませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を３回に分けて行い、その

都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第２５号のうち、受付番号１７２号、１７３号を議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２５号のうち、受付番号１７２号、１７３号について説明いた 

します。 

先ず受付番号１７２号の貸し人はＫ・Ｓさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字柳ケ迫３１４０番２、地目は畑、地積は２，４５６㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２９年１２月１５日から平成３５年１２月１４日まで、小作料

金は１０ａ当り１３，０００円となっています。 

借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、雇用が１５人で１０

０日、自作地５０，７８８㎡、小作地１４７，１９５㎡で、甘藷、茶を主体とし

た経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター４台、トラッ

ク３台、芋掘り機、管理機各２台となっています。 

この件の担当調査員は、２番 鈴委員です。 

 

次の受付番号１７３号の貸し人はＹ・Ｚさん、Ｆ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字下道浜添１２６２番２、地目は田、地積は１，１４７㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２９年９月２６日から平成３２年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。 

借り人は、Ａ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ａ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地２，５６８㎡、

小作地１３，９７４㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、管理機各２台、芋掘り機、

耕運機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１５番 平原委員です。 

以上です。 

 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

いたします。 

先ず、受付番号１７２号について、２番 鈴委員お願いします。 

 

２ 番 

鈴 委員 

はい。ご報告申し上げます。 

借り人のＳ・Ｋ君は、甘藷・お茶の大規模農家でございまして、これは継続の 

案件でございますし、今までも良く管理をし、意欲のある方でございますので、

何ら問題はないと思います。終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号１７３号について、１５番 平原委員お願いいたします。 

 

１５番 

平原委員 

はい。報告いたします。 

このＹ・Ｚさんの田んぼですが、場所は国道の浜の方です。今まで作っておら

れた方が亡くなられまして、Ｙさんの方が返してくれということでＡさんに話を

しまして、Ａさんが作るということになりました。Ａさんの方はあまり良く畔も

払ってないですけれども、今回から綺麗にするようにということで話をしまし

た。今後綺麗にすると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２５号のうち、受付番号１７２号、１７３号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２５号のうち、受付番号１７２号、１７３号については、原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２５号のうち、受付番号１７２号、１７３号について

は、原案のとおり決定しました。 



議 長 次に議案第２５号のうち、受付番号１７４号から１８２号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２５号のうち、受付番号１７４号から１８２号までについて説 

明いたします。 

先ず受付番号１７４号の貸し人はＴ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は城元字平田１１７９番、地目は田、地積は９４７㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年１２月１５日から平成３４年１２月１４日まで、小作料

金は米２５ｋｇで６俵ともち米３０ｋｇで１俵となっています。 

借り人は、Ｔ・Ｔさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｔさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、雇用が２人で２８０

日、自作地５，１９５㎡、小作地３，１４５㎡で、ピーマンを主体とした経営を

されています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック２台、トラク

ター、動噴、管理機各１台となっています。 

 

次の受付番号１７５号の貸し人はＳ・Ｈさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は城元字秋辻北平２８８２番、地目は畑、地積は１，１４３㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２９年１２月１５日から平成３４年１２月１４日まで、小作料

金は１５，０００円となっています。 

借り人は、Ｆ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆ・Ｔさんの経営状況は、世帯員８名、農業従事者３名、雇用が３人で２０日、

自作地２６，４８６㎡、小作地１０，５１２㎡で、茶を主体とした経営をされて

います。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、摘採機、防除機、トラッ

ク、動噴各１台となっています。 

 

次の受付番号１７６号の貸し人はＯ・Ｅさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は城元字大田中１１３４番、地目は田、地積は５３４㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年１２月１５日から平成３４年１２月１４日まで、小作料

金は１５，０００円となっています。 

借り人はＦ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が２人で２０日、

自作地３，１５３㎡、小作地１，５３７㎡で、水稲、バレイショを主体とした経

営をされています。 



農業従事日数は１８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、ハ

ーベスター、耕運機、動噴各１台となっています。 

受付番号１７４号から１７６号までの担当調査員は、山中推進委員です。 

 

次の受付番号１７７号の貸し人はＭ・Ａさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は神川字二子塚８０９５番、地目は畑、地積は１，９０７㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２９年９月２６日から平成３３年１２月１４日まで、小作料金

は１０，０００円となっています。 

借り人は、Ｓ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、自作地８，８０６㎡、

小作地４，６８４㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック２台、トラク

ター、ハーベスター、テッダー各１台となっています。 

 

次の受付番号１７８号から１８１号までの貸し人はＳ・Ｉさん、Ｍ町在住の方

です。 

申請地は１７８号が神川字二子塚８０９４番、地目は畑、地積は９７５㎡、１

７９号が神川字二子塚８１０９番、地目は畑、地積は９７８㎡、１８０号が神川

字二子塚８１２３番、地目は畑、地積は９０５㎡、１８１号が神川字二子塚８２

８６番、地目は畑、地積は９７５㎡で、４筆の合計は３，８３３㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２９年９月２６日から平成３３年１２月１４日まで、小作料金

は全部で１５，０００円となっています。 

一方、借り人は１７７号と同じＳ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号１８２号の貸し人はＭ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は神川字二子塚８０９７番、地目は畑、地積は９２８㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年９月２６日から平成３３年１２月１４日まで、小作料金

は３，０００円となっています。 

借り人は１７７号と同じＳ・Ｍさんです。 

受付番号１７７号から１８２号までの担当調査員は、水流推進委員です。 

以上です。 

  

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

いたします。 

先ず、受付番号１７４号から１７６号までについてを山中推進委員お願いしま



す。 

 

山 中 

推進委員 

はい。１７４号ですが、Ｔ・Ｔさんは両親と息子のＨ君と一緒に、ピーマンと

茶を主体として農業をしております。場所は城下製茶の近くにある田んぼです。

Ｔさんは堅実に綺麗に仕事もしております。 

それから次の１７５号。Ｆ・Ｔさんですが、Ｋで息子のＫ君と茶とネギと栽培

しております。一生懸命で認定農家でもあり問題は無いかと思います。 

１７６号のＦ・Ｋさん。この方もＫ上之宇都で、Ｓに勤めながら馬鈴薯とイン

ゲンを作っております。５畝ぐらいの田んぼですけれども、場所は旧の営林署の

ちょっと上の所で田んぼを１枚にして耕作しております。この方も問題なく真面

目にしていらっしゃいますので、どうかよろしくお願いします。 

終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に１７７号から１８２号までについて、水流推進委員お願いします。 

 

水 流 

推進委員 

はい。それでは報告いたします。 

受付番号１７７号から１８２号までの借り人のＳ・Ｍさんは、Ｓで生産牛３２

頭を主体に経営されています。 

 これらの圃場は、以前は別の方が相対で借りて耕作されていましたが亡くなら

れまして、今回、Ｓさんはが耕作されることになりました。 

 Ｓさんは認定農家でもあり圃場も綺麗に管理されていますので、利用権を結ぶ

にあたり、何ら問題は無いと思います。また、Ｓ地区においても１番のやり手で

あると思いますので、皆様の審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２５号のうち、受付番号１７４号から１８２号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２５号のうち、受付番号１７４号から１８２号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２５号のうち、受付番号１７４号から１８２号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第２５号のうち、受付番号１８３号から２０８号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局  それでは議案第２５号のうち、受付番号１８３号から２０８号までについて説

明いたします。 

受付番号１８３号から２０８号までについては、農地中間管理事業による利用

権の設定でございます。 

 お手元に配分計画案お配りしましたので、それをご覧ください。 

 左側が利用権設定に対申請地、中ほどが再配分条件、右側が再配分予定者、そ

して一番右側が協力金対象欄となっています。 

 貸し人のＹ・Ｍさん、Ｋ・Ｒさんについては経営転換協力金の対象となってい

るところです。Ｉ・Ｔさんは耕作協力金、Ｔ・Ｔさん、Ｔ・Ｋさんについては経

営転換協力金、Ｋ・Ｙさんは耕作者協力金、Ｋ・Ｋさんについては、以前、一部

門の経営転換で経営転換協力金を受給されておりますので、今回は協力金の対象

とはなっていないところです。 

次のＫ・Ｈさんは経営転換協力金、次のＫ・Ｋさん、Ｈ・Ｋさんは今までの耕

作者が体調不良により耕作できなくなったため、合意解約しまして、基盤法から

農地中間管理事業へ載せ替えのため協力金の対象とはなっていないところでござ

います。 

 以上説明をいたしましたが、審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、しばらく資料の方に目を通してくだ

さい。 

質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２５号のうち、受付番号１８３号から２０８号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２５号のうち、受付番号１８３号から２０８号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２５号のうち、受付番号１８３号から２０８号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２９年９月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 

 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 
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